
 

 

 

 

 

男女共同参画推進室と同じく市民活動推進課内に国際交流係があります。係りの一員とし

て中国国籍の（元
げん

 舫
ほう

洲
しゅう

）さんがいます。中国語の他に日本語と韓国語が話せます。 

 今回は、元さんからみた日本の男女共同参画について話を聞いてみました。 

                              

 

 

 

▲▲▲▲    日本に住んで何年ですか？日本に住んで何年ですか？日本に住んで何年ですか？日本に住んで何年ですか？    
日本に住んで７年目です。福岡の日本語学校 

 に２年、鹿屋体育大学院に３年、鹿屋市役所に 

 2 年目です。 

    

▲▲▲▲    日本の印象は？日本の印象は？日本の印象は？日本の印象は？    

  日本の印象はとても親切で優しいと思います。 

 日本語学校で日本語の文法に困っている時、理解 

 するまで先生が一生懸命、優しく説明してくれたことがすごく印象に残っています。 

    

▲▲▲▲    今の仕事をす今の仕事をす今の仕事をす今の仕事をするるるる動機は動機は動機は動機は？？？？    
  留学生活をする中で生活面でのサポートや頂いた食べ物などで無事留学生活をおくるこ

とができました。私のことを成長させてくれた鹿屋体育大学、私のことを心配してくれた

鹿屋市民の皆様に恩返しするため、今の仕事（市役所勤務）をしています。 

 

▲ 日本に住んで７日本に住んで７日本に住んで７日本に住んで７年目とのことですが男女共同参画について日本、年目とのことですが男女共同参画について日本、年目とのことですが男女共同参画について日本、年目とのことですが男女共同参画について日本、韓国、中韓国、中韓国、中韓国、中

国国国国の違いを感じますか。の違いを感じますか。の違いを感じますか。の違いを感じますか。    

  韓国の男女共同参画は日本に比べ少し遅れています。韓国にはまだ「重男軽女」の意識

が残っています。例えば食事をする時、大勢の家族ではお父さんから先に食事を始めるの

が常識です。しかし、中国は日本や韓国に比べて逆（政治面以外）だと思います。例えば

中国では食事の準備をするのは男性です。もちろん女性が準備をする家庭もありますが大

抵は男性が料理を作ります。 

  世界経済フォーラム 2011 年発表の「男女平等指数」は、135 か国中、日本は 98 位、

韓国は 107 位、中国は 61 位とのことです。日本や韓国ももう少し男女共同参画が進む

と国が更に発展するものと思います。 
 

 

※ 国が違えば文化ももちろん違います。元さん日本をもっと好きになって男女共同参画を

学んでくださいね。ありがとうございました。カムサハム二ダ。シェーシェー。 
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本年 5 月～6 月にかけて市内にお住まいの 20 歳以上の 2,500 人の方に男

女共同参画に関する意識調査を実施しました。 

 この調査を今後の男女共同参画推進のための基礎資料として活かしてまいり

たいと考えております。御多忙の中調査に御協力いただき誠にありがとうござ

いました。 

 調査結果につきましては、集計、分析が終わり次第御報告いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会のイメージのイメージのイメージのイメージ    

男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会    

職場に活気職場に活気職場に活気職場に活気    家庭生活の充実家庭生活の充実家庭生活の充実家庭生活の充実    地域力の向上地域力の向上地域力の向上地域力の向上    

・女性の政策･方針決定

過程への参画が進み、

多様な人材が活躍する

ことによって、経済活経済活経済活経済活

動の創造性が増し、生動の創造性が増し、生動の創造性が増し、生動の創造性が増し、生

産性産性産性産性が向上が向上が向上が向上    

 

・働き方の多様化が進

み、男女がともに働き

やすい職場環境が確保

されることによって、

個人の能力を最大限に

発揮 

・家族を構成する個人が

お互いに尊重し合うこと

によって、家族のパート家族のパート家族のパート家族のパート

ナーシップの強化ナーシップの強化ナーシップの強化ナーシップの強化    

 

 

 

・仕事と家庭の両立支援

環境が整い、男性の家庭

への参画も進むことによ

って、男女がともに子育

てや教育に参加 

・男女がともに主体的

に地域活動やボランテ

ィア等に参画すること

によって、地域コミュ地域コミュ地域コミュ地域コミュ

ニティが強化ニティが強化ニティが強化ニティが強化    

 

 

・地域の活性化、暮ら

し改善、子どもたちが

伸びやかに育つ環境が

実現 



 

 

 

 

毎年 6 月は男女雇用機会均等月間となっています。先月、鹿児島労働局雇用均等室が発

表した 2011 年度の「男女雇用機会均等法に関する相談」は 220 件のうち、セクシュア

ルハラスメントが 134 件で 6 割を占めたという新聞記事を目にしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女雇用機会均等法が施行されて随分経ちますが相談者は後を絶ちません。 

 職場におけるセクシュアルハラスメントは、働く人の個人としての尊厳を不当に傷つける

社会的に許されない行為です。 

 

 
 

★女性を対等な立場として尊重する。 

★女性と男性では性的な言動についての感じ方にギャップがあることを知る。 

★｢男は仕事 女は家庭｣という性別役割分担意識を改める。 

★コミュニケーションのとりやすい環境を整える。 

  

 
 

★セクハラは人権侵害です。被害者は自分を責める必要はありません。 

★相手に不快だと明確に伝えましょう。 

★被害にあったら日時･場所･被害状況などをメモしておきましょう。 

★一人で悩まず、信頼できる人に相談しましょう。 

★相談窓口に早めに相談してみましょう。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

●セクシュアルハラスメント対策（改正男女雇用機会均等法） 

 職場でのセクシュアルハラスメント対策については、これまでも配慮が求められてきたところで

すが、法改正により男性に対するセクシュアルハラスメントも含めた対策を講じることが義務とな

っています。対策が講じられず是正指導にも応じない場合、企業名公表の対象となるとともに、紛

争が生じた場合、男女とも調停など紛争解決援助の申出を行うことができます。 

最近セクハラにあっていて、断った

ら「解雇する」といわれたのです。

今、解雇されたら明日からの生活にも

困 り ます 。 小さ い子ど も もい ま す

し・・・・。 

 

 

☆相談窓口 

 職場（公的機関は除く）の場合 

 ・自社内の相談窓口 

 ・鹿児島労働局雇用均等室（099-222-8446） 

 ・鹿児島労働局総合労働相談コーナー(099-223-8239) 

 ・鹿児島県雇用労政課（099-286-3014）及び最寄り

の県地域振興局・支庁内の労働相談窓口 

 ・ 

 

 職場以外（学校、地域、公的機関）の場合 

 ・各所属機関内･学校内の相談窓口、教育委員会 

 ・鹿児島地方法務局「女性の人権ホットライン」 
  （0570-070-810） 

 ・鹿児島県男女共同参画センター相談室 
  （099-221-6630/6631） 

もしもし 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この週間に、鹿児島県男女共同参画センターとかごしま男女共同参画推進志縁者協働会議

との協働で、男女共同参画は“性別にかかわりなく一人ひとりの自分らしさを支える”考え

方であることを県民の皆様に感じていただくため、ワークショップやトーク＆ライブ等を開

催します。この機会に参加されませんか。詳しくは県又は市役所に問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口減少･高齢化が進む中で、東日本大震災からの復旧･復興、日本経済の再

生等、様々な課題の解決を迫られる我が国において、女性が社会のあらゆる場

面に参画し、その能力を発揮することがますます必要とされています。 
 

《 問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先    》    

 〒893－8501 鹿屋市共栄町20番1号 

  TEL ：（0994）31－1147 

  FAX：（0994）40－3003 

  市民活動推進課（男女共同参画推進室） 

 〈メールアドレス〉 

  danjyo@e-kanoya.net 

一部内閣府男女共同参画局 

ホームページから掲載 

おおおお知知知知らせらせらせらせ 


